
介護保険の
ショートステイ
が利用できない

救急搬送が必要
なほどではない
が、入院して
治療が必要

通院は難しい
が、入院して検
査が必要

事業利用についてケアマネジャー等や主治医と相談

ケアマネジャー等から市に連絡/書類の提出

協力医療機関が入院の可否を判断

市より申請者へ承認(不承認)通知を送付

お困りの際は、ケアマネジャー等にご相談ください！

〈利用の流れ〉

自宅で療養している高齢者の方等が病状変化時や介護者の不在等で一時的な
入院を必要とする際、円滑に医療機関に入院することができるよう、協力医療機
関への入院調整をお手伝いする事業です。

たとえばこんな時…

６５歳以上、または４０～６４歳で要介護認定（要支援認定）を受けている方
主治医が事業利用が必要であることを認め、主治医から診療情報提供が可能な方
ケアマネジャーや地域包括支援センター、訪問看護師等（以降ケアマネジャー等）
が支援している方
※医療処置が必要なく、介護保険のショートステイを利用できる場合は、事業対象
外です。

利用対象



共済会櫻井病院 是政２－３６

府中病院 美好町１－２２

府中医王病院 晴見町１－２０

〈協力医療機関〉※必ずしも希望する病院に入院できるとは限りません。

以下の３医療機関より、ベッド調整ができた病院に入院します。

•原則、月に７日間

•ただし、病状や治療等に応じて協力医療機関との調整が可能
な場合には、その認める期間

利用日数

•診療情報提供書の取得に係る費用

•入院に係る医療費の自己負担分

•医療保険適用外の費用（食費・衛生資材、差額ベッド代・リ
ネン代等）

利用者負担

•入退院時の送迎はありません
（「高齢者車椅子福祉タクシー券」の利用は可能です）

•入院に際し、ご家族と事前面談が必要となる場合があります

その他

府中市福祉保健部高齢者支援課 在宅療養推進担当
電 話 ０４２－３３５－４１０６
ＦＡＸ ０４２－３３５－００９０

お問い合わせ
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